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どうして生活は
　楽にならないの？

バブル崩壊後、規制緩和が進められ、
新規雇用の抑制と非正規雇用者の増大、賃下げ、
これと連動して生活保護水準が切り下げられようとしています。
企業の行き過ぎたリストラ、コスト・カットは、
自国労働者層の「使い捨て」に他なりません。
将来の世代のためにも、憲法の生存権、働く権利により
「脱貧困」が果たされねばなりません。
今回は、森永卓郎氏の講演に加えて、
金澤誠一氏、藤井 威氏、遠藤美奈氏をお招きして、
貧困の原因と今後の展望を議論します。

～憲法の生存権、働く権利は確保されているのか～


